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第４章 就労的活動支援と短期集中予防サービスの連携  

  



163 

 

Ⅰ 調査の概要 

 

1.1．就労的活動支援体制の実施事例調査 

就労的活動支援については、第 1 章記載のとおり、企業から高齢者の就労の場の提供を

受け、企業が求める高齢者人材をマッチングするという就労の場ありきの「就労支援」で

は対象の大半は元気高齢者になる。 

一方で「就労的活動」を支援する対象者は、元気高齢者よりも生活しづらさを感じ始め

た高齢者（プレフレイル・フレイル・要支援等。場合によっては元気高齢者も含まれる。）

であり、本人の特性や希望に合わせて活躍の場・居場所を見出し、提供する支援となる。

この「就労的活動」は民間企業が提供する「場」として有効であるが、虚弱な高齢者の多

くは心身に不安を感じており、その不安の解消を合わせて行う必要があると思われる。 

介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中予防通所サービスの実施状況は、全

自治体の 39.6％にとどまり、利用者数は通所サービス利用者数のわずか 1.4％に過ぎない

状況である。（平成 30 年度老人保健事業推進費等補助金「地域支援事業における介護予防

のあり方に関する調査研究事業」）こうした状況は様々な要因によってもたらされているが、

短期集中予防サービスを活用した支援を行う場合の課題として、サービス終了後の支援が

課題となることが多いと思われる。 

 

 

 

この短期集中予防サービスの実施において、利用者が心身の状況に自信を取り戻したタ

イミングで地域に繋ぐ際に紹介する場のひとつとして就労的活動を行う取り組みが散見さ

れる。令和 3 年度の産業界との協働に関する先行研究においては、企業に就労的活動支援

ウ 就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）の配置 

(ア) 活動内容 

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマ

ッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートすることにより、役割がある形で

の高齢者の社会参加等を促進する。 

(イ) 配置 

配置先や市町村ごとの配置人数等は限定せず、地域の実情に応じた多様な配置を可能とする。 

(ウ) 資格・要件 

地域の産業に精通している者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適

切に担うことができる者とする。 

このように、特定の資格要件は定めるものでないが、生涯現役社会の実現や市民活動への理解が

あり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体や民間企業と連絡調整できる立場の者が望ましい。 

出典：地域支援事業実施要項 
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コーディネーターを委託し、短期集中予防サービスの利用者を対象に就労的活動を支援す

る東京都八王子市を紹介しているが、同市における本格的実施が令和 4 年度からであるこ

とから、実際の状況について調査するとともに、同様の取り組みを行った山口県防府市と

高知県南国市の事例を取り上げ、高齢者の介護予防や生活支援を一体的に提供する効果的

な事業展開としてその手法を理論的に把握する。 

 

1.2．リエイブルメント型短期集中予防サービスの実施手法 

上記事例を行う 3 市は、いずれもリエイブルメント型の短期集中予防サービスを実施し

ているという共通点がある。特に山口県防府市では、利用者の 6 割以上がサービス終了後

に専門職による訪問および通所サービスを利用せずに地域で生活できる状態となっており、

要支援者および事業対象者のサービス費用を大きく削減させるなどの成果を上げている。 

こうした成果の中を支える就労的活動支援などの他の事業との連携を含め、その実施手

法をまとめる。 

 

1.3．就労的活動支援事例の創出に関するモデル実施について 

高齢者の活動的な生活を支援するうえで、SC は高齢者個人の特性や希望に合った活動を

コーディネートする役割を担っているが、高齢者の地域における活動先が住民主体の通い

の場にこだわることなく、就労的活動も活用することは、高齢者視点で見るその選択肢が

増えることに繋がるため、地域に就労的活動支援コーディネーターが配置されていなくて

も、SCは就労的活動支援を行うべきである。 

千葉県では SC研修において、SCが就労的活動支援を地域活動の選択肢のうちの一つと考

えられるよう、実際の事例を基に支援活動を実践し、それを報告する取り組みが行われた。

この研修の成果から、就労的活動支援の実践手法や課題、実践者の感想などを報告する。 
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Ⅱ 短期集中予防サービスと連携した就労的活動支援の実施事例と手法 

 

1.高知県南国市 南国市版リエイブルメントにおける市とスーパーマーケットの協働によ

る社会参加に向けた取り組み 

 

高知県南国市長寿支援課介護保険第 2係  森田 浩司 

南国市地域包括支援センターSC 小野川 彩香 

 

1.1．南国市の概要 

南国市は四国の南側、高知県の中央部に位置しており、太平洋に面する海側には高知龍

馬空港、北側には高知自動車道南国インターチェンジを有し、高知の玄関口である。 

人口は 46,292人で高齢化率は 31.7％、認定率は 17.4％、日常生活圏域は市全体として 1

圏域、地域包括支援センターは 1 か所、市社協へ委託している。生活支援コーディネータ

ーは昨年度 1 名体制だったが、今年度より 3 名体制とし、地域包括支援センターに配置し

ている(図 4-1)。 

 

 出典：南国市長寿支援課 

図 4-1 南国市の概要 

 

1.2．取り組みの背景・地域課題 

南国市高齢者施策における基本理念である「すべての市民が、高齢になっても住み慣れ

た地域でその人らしい自立した生活を続けられること」の実現を図るうえで、対応すべき

課題の一つとしてあったのが、後期高齢者 1 人あたりにおける医療費が高いことだった。

資料は令和元年度のものだが、県として全国第 2 位、第 2 位の高知県の中で南国市は第 5

位となっており、対応すべき大きな課題と考えていた（図 4-2）。 
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出典：南国市長寿支援課 

図 4-2 後期高齢者 1人当たり医療費 

 

また新規に要支援認定を南国市で受けた方の 1年後の重度化状況を集計したが（図4-3）、

令和元年度においては、新規に要支援 1 の認定を受けた方の 42％、また新規に要支援 2 の

認定を受けた方の 24％がわずか 1 年後に重度化しており、令和 2 年度においても、要支援

1の方で 33％、要支援 2の方で 15％の方が重度化している状況だった。 

 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-3 新規に要支援認定を受けた方の 1年後重度化率 
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両年を比較すると令和 2 年度において重度化率は減少しているが、令和 2 年度の内容を

よく見ると、重度化はしていないものの、改善している比率はわずかであり、維持の方が

多くを占めており、こちらについても対応すべき課題と考えた。 

これら、高齢者 1 人当たりの医療費が高額であること、また新規要支援者においてわず

か１年後に重度化する方が一定数いることを南国市の対応すべき課題と捉え、これらを解

決することで、基本理念の実現に資する取り組み等を検討した。 

まず必要な取り組みとして、「重度化させない取り組みが必要であり、フレイルの状態や

要支援状態なら必要な取り組みにより自立できるのではないか」と考えた。 

次に、そのための仕組みづくりとして、「心身機能が低下した方に早期対応ができ、元の

生活に戻ることができる」仕組みが必要であって、この仕組みにより、市の目指すべき姿、

「自分のしたい生活を自己管理（セルフケアマネジメント）できる生活」を全ての市民が

享受できる市を目指すことを市・包括などの関係者間で合意した（図 4-4）。 

 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-4 南国市の地域課題（まとめ） 

 

1.3．元の生活に戻ることを目指す仕組み 

必要な取り組み及び仕組みづくりを一体的に表したものが図 4-5である。 

元の生活に戻ることを目指す仕組みのイラストは、山口県防府市のものを南国市バージ

ョンとして変更し、南国市では（仮）として活用しているが、これを「南国市リエイブル

メントパッケージ」と称し、元の生活に戻ることを目指す仕組みとして構築している。 

仕組みとして、特に意識していることは、③の短期集中予防サービスの取り組みのみを

リエイブルメントの取り組みとは考えず、あくまで仕組みの入り口である①介護相談窓口
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から、②の訪問アセスメントを経て、③短期集中予防通所型サービスを経由し、仕組みの

出口となる④社会とのつながりの場につなげる、この 1 通りをパッケージとして構築する

ことである。 

 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-5 （仮）南国市リエイブルメントパッケージ 

 

この仕組みづくりは、昨年度から検討し始め、今年度、令和 4 年 4 月に①介護相談窓口

の取り組みとして、窓口マニュアルを策定した。 

また、今年度より短期集中予防サービス体制構築として、医療経済研究機構の支援を受

け、②訪問アセスメントの手法等に係る支援及び③短期集中予防通所サービスの体制構築

支援を受けており、今年度、8～10月に通所型サービス Cのモデル事業を実施している。 

 

1.4．通所型サービス Cの取り組み（モデル事業） 

図 4-6 は令和 4 年 8 月～10 月の 3 か月間で 5 名を対象に実施した通所型サービス C の取

り組みのスケジュールである。先行して実施している市町村を参考にしながら、包括支援

センターに配置されている作業療法士が中心となって、地域包括支援センターの主任介護

支援専門員、保健師、社会福祉士、生活支援コーディネーター、市職員で作り上げた。 
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出典：南国市長寿支援課 

図 4-6 通所型サービス Cの取り組みスケジュール 

 

南国市版の通所型サービス C のデザインは、特別なマシンは一切使わない。そして、作

業療法士による徒手的な介入は、一切行わないことを意識して作り上げている。 

これは、利用者に通所サービスを受けているときのみ、頑張って心身機能を回復させよ

うと考えてもらうのではなく、例えば通所型サービス C が週 1 回利用の場合、週の残り 6

日を過ごす自宅における過ごし方を意識してもらうために、通所中に在宅でできないこと

を盛り込まないように考えたためである（図 4-7）。 

 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-7 南国市版通所型サービス Cのデザイン 
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南国市版通所型サービス C のデザインをする上で重要と考えるのが次の 3 つのアプロー

チである。 

1つ目が自宅での活動へのアプローチ 

2つ目が心理面へのアプローチ 

3つ目が継続のためのチームアプローチ 

 

自宅での活動へのアプローチとして、南国市版セルフマネジメント手帳を作成し、モデ

ル事業においては、週 1 回月曜日の通所型サービス C 利用を含む自宅での 7 日間において

の食事の状況、運動の状況等を記録してもらい、通所時に専門職と一緒に振り返りを行う

ことで、自己管理（セルフマネジメント）のくせをつけてもらい、自身の体の状況に興味

を持ってもらうようにした。 

また、通所サービスの際に行う運動は「すべて自宅で行えるもの」を徹底し、通所型サ

ービス C利用日以外の過ごし方に重点を置いたものとした（図 4-8）。 

 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-8 南国市版通所型サービス C 自宅での活動へのアプローチ 

 

続いて、心理面へのアプローチとして、利用者に対し、専門職が個別面談を行い、持参

した過去 1週間のセルフマネジメント手帳を振り返り、一緒になって評価を行った。また、

グループディスカッションにより、利用者各自の目標を発言し合い、「できたの木」や「や

るぞの芽」により、利用者各自の目標およびその達成を共有することで、集団効果による

各自の目標達成に向けてのモチベーションアップを図っていった（図 4-9）。 
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出典：南国市長寿支援課 

図 4-9 南国市版通所型サービス C 心理面へのアプローチ 

 

最後が、継続のためのチームアプローチである。 

これは、南国市リエイブルメントパッケージにおける③短期集中予防通所型サービスの

前後、②訪問アセスメントに関わる関係者と④社会とのつながりに関わる関係者がチーム

を構成し、チームアプローチを行うことで、通所型サービス C を利用する真の目的である

「自分のしたい生活を自己管理できる生活」を実現できるよう取り組んだものである（図

4-10）。 

 

 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-10 南国市版通所型サービス C 継続のためのチームアプローチ 
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南国市版リエイブルメントパッケージにおいて、③までにおいては、マニュアルの策定

や手法等の体制構築により、形が見えてきていたが、最も重要と考えられる④社会とのつ

ながりにおいて不安があった。 

本人の希望する社会とのつながりは、人の数だけある。そうであれば、3か月間の通所型

サービス C の修了者が選ぶことのできる選択肢は多ければ多いほど良いのではないかと考

えたが、社会とのつながり、いわゆる地域資源の情報について、現状では整備された情報

が少なく、つなぐことが難しい状況と考えていた。このことから、今年度生活支援コーデ

ィネーターを増員し、地域資源情報の把握とその整備を実施している段階だった。 

本調査研究事業である国際長寿センター（以下、「事務局」という。）より今回のスーパ

ーマーケットとの協働について提案があったのは昨年 8 月のことで、まさに通所型サービ

ス Cのモデル事業を開始した月だった。 

提案に至った経緯は、①医療経済研究機構と「短期集中予防サービス体制構築支援業務」

を今年度から委託していること、また②老健事業に手を挙げている企業が南国市内にあっ

たからである。そこで、この事業への参加について、南国市リエイブルメントパッケージ

の仕組みづくりにかかわる市と地域包括支援センターで検討した。 

この取り組みは、仕組みづくりの「出口」である社会とのつながりにおける「新たな選

択肢」となりうるものであることは、市・地域包括支援センターの全員が認識していたが、

一方で、これ以上、業務が増えると既存の業務にも影響が出るかもしれないとの意見も正

直なところあった。しかし、この取り組みは社会とのつながりにおける「新たな選択肢」

となり得る上に、この取り組みに前向きな民間企業がすでにいるというメリットを感じた。 

最終的には、本事業への取り組みに参加することを決め、スーパーマーケット、南国市、

地域包括支援センター、事務局の 4者による意見交換会を実施することになった。 
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1.5．協働するスーパーマーケットと意見交換会の推移 

今回協働することになったスーパーマーケットの場所は、南国市中央エリア、国道 33号

線に隣接する「サニーマートアクシス南国店」である（図 4-11）。 

（会社概要） 

株式会社 サニーマート 昭和 36年創業 

従業員数 2,200名 

営業所 高知・愛媛に直営 23店（FC9店） 

関連企業 サニーグループ全 23社 

出典：南国市長寿支援課 

図 4-11 株式会社サニーマート アクシス南国店 

 

第１回（令和４年 10月 6日）意見交換会 




